
事 業 名 市街地再開発事業（高島二丁目地区）
施 行 地 神奈川県横浜市西区高島二丁目

都市再生プロジェクト第２次決定
（都市部における保育所待機児童の解消）

（特別措置法）都市再生緊急整備地域
（横浜駅周辺地域）

民間都市開発投資促進のための緊急措置
（高島二丁目地区再開発）

内 容
商業・業務・都市型住宅等の複合市街地の形成等を図
るため、横浜駅周辺地域の高島二丁目地区において、
保育所を併設する施設建築物の建設を推進する。

【事例③】　都市再生プロジェクト事業推進費

関連プロジェ ク ト名

都市再生緊急整備地域（横浜駅周辺地域）

従前の低未利用地 整備後土地利用

施設建築物（保育所併設）

推進費充当箇所


